
W．ゲスト研究会

スポーツの国際化とスポーツビジネス

・日時1987年11月24日

・場所一橋大学中会議室
・講師　加藤克雄氏（電通：スポーッ文化

　　　　　　　事業局オリンピック室）

1．報告：スポーツとビジネス

　　　　～業際的プロジェクト展開～

スポーツのビジネス・プログラム

　スポーツ競技大会のなかにどんな財産的価値を

私たちが見い出すかといいますと、第一に、大会

の名称とそのロゴです。ロゴというのは例えば毛

筆で書いたりローマ字で書こうとか、そういう書

体を決めたときに使います。指定書体といっても

結構です。大会の名称、これが意外と大きな影響

をもちます。第二に、大会のマークです。第三に、

これは最近のスポーツの世界での傾向ですが、大

会のマスコットマークです。第四に、最近大型の

スポーツ競技大会で大ぎな財産権になっているの

がテレビ放送権です。ちなみにオリソピックゲー

ムは主たる財源がテレビ放送権になっています。

第五に、どんな小さな大会でも作られるのがポス

ターもしくはチラシ、入場券、これも私たちの目

から見ればかなり大きな財産だという感じがしま

す。第六に、これは大きな大会になってきますが、

その大会を告知するために行う諸々のP　R、広告

の活動。これからあとはかなり大会規模によって

財産価値が変ってくると思いますが、第七に、オ

リソピックでの公式ガイドブック、通常の競技大

会でのプログラム。第八に、公式記録集。第九に、

公式記録映画もしくは公式記録ビデオの製作。第

十に、最近マラソンでも何でもありますが、横断

幕その他の看板類。第十一に、選手が身につけて

いるゼッケソ。第十二に、選手、役員、関係スタッ

フが身につけるユニフォーム。第十三に、競技用

具です。これは水泳の場合ではタッチ板、計時機

器まで含みます。そして何よりも大きいと思いま

すのは、第十四に、競技団体の存在そのものです。

例えぱ日本水泳連盟にしても国内の47都道府県に

全部下部組織をもっています。こんな組織はめっ

たにあるものではありません。日本体育協会の下

部組織を考えたときには大変な人間の数がありま

す。この組織というものが一番大ぎな財産ではな

いかと思います。

　では、そのスポーツ競技大会の財産的価値をと

りまいて企業がどんな形で参加しているのか、参

加しうるのかということですが、これはもう耳慣

れている言葉だと思いますけど、スポソサー、サ

プライヤー、ライセソシー、テレビ放送局が大き

な四本の柱です。のちほどまたオリソピックプロ

グラムの中で説明します。現在10Cのもってい

る財産をビジネス・プログラムとして展開してい

るわけですが、I　O　Cの動向については時間の関

係上害曖して、ソウル・オリソピックの動向に入っ

ていきます。

ソウル・オリンピックの動向

　ソウル・オリンピックは皆さんの目にはロサソ

ゼルス・オリソピックと同じように商業化が進ん

でやっているんだというふうにおとりになってい

るかと思いますが、内容的にはロスと全く違いま

す。ロスのとぎには例えぱカルフォルニア州とか

ロサソゼルス市とか、あるいは合衆国政府とか公
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的機関が一切援助の手をさしのべていません。あ

くまでも組織委員会が独自に資金調達をし、既存

の施設を使って行われたのが、23回目のオリソピッ

クにして初めてのロザソゼルスのある意味、私た

ちの世界からみれば意義のあった部分だったと思

います。ところがソウルの場合は、招聴したソウ

ル市に限らず韓国政府自体も大変な社会投資を伴

なって巨大な施設を作り、選手を育成し、来年を

迎えようとしています。なおかつ組織委員会はロ

サソゼルスの組織委員会にみならって商業的プロ

グラム、ないしはビジネスプログラムを開発して

いるのが現状です。これもある意味では24回のオ

リソピックの歴史の中で全く新しいことではない

かと思います。これらを容認するのがI　OCとい

うことであるわけですが、S　LOOCのビジネス

プログラムには、先程もありましたスポソサーシッ

プ、サプライヤー、ライセソシー、テレビ放送、

その他という項目があります。それらのスポソサー

集めですとか、サプライヤー集め、ライセソシー

集めなどが展開地域としては韓国内だけにとどま

らず、海外でも行われているというのが、オリソ

ピック24回目にして新しいシステムだと言い切る

ゆえんです。過去のオリソピックで自国の中で企

業の有形無形の協力を得る、資金的に物品的に得

る例はあったと思いますが、ソウル・オリソピッ

クはそれを自国内にとどめずに海外の場合も作っ

ている、そのプログラムを開発しているというこ

とが大きく違います。

オリンピックのビジネスプログラム

　では、現在オリソピックのビジネスプログラム

としてはどんなものが行われているかといいます

と、これは多分大変耳新しい言葉だと思いますが、

大変な数のプログラムが行われています。大変な

数といいますのは、10C加盟167ケ国のそれぞ

れの国でまた別途のプログラムが開発されている

からです。残念ながら今日私自身はその細やかな

情報をもってませんのでご紹介できませんが、ち

なみに私たち日本をとりまいてどんなものがある

のかということをお話しするだけでもご理解いた

だけるでしょう。まず、TOP、トッププログラ

ムと呼んでいるものがあります。これはオールマ

イティなプログラムです。T　O　Pのスポソサーは

現在9社ございます。コカ・コーラ、コダッ久

ビザカードといった世界の一流企業がこれに協賛

しています。これに協賛しますと、I　OCが実施

しているもの、ないし所有している著作物、著作

権物、全てに対する権利が発生するわけです。し

たがって、例えば一社を例にとれば、コダックは

10Cのオリソピックシソボルも使えるし、ソウ

ルオリソピックのシソボルも使え、カルガリの冬

季オリソピックのシンボルも使えて、なおかつ16

7ケ国のそれぞれの国のNOCのマークも使えま

す。過去に全く例のないオリソピックのビジネス

プログラムが今回このオリソピアードの中で開発

されているわけです。ちなみに日本のJ　O　Cの場

合は、日の丸の下に単純に五輪マークがついてい

るものは商業利用を一切認めてませんので、「が

んばれ！ニッポン！」という日の丸の中に五輪の

マークがぬかれているものが目についたことがあ

るかもしれません。それを商業化に使わせていま

すから、コダックはそれを日本国内で展開するこ

ともでぎるし、ソウルオリソピック、カルガリ、

10Cのどのマークも日本で商業的に利用できま

す。なおかつその二一ズがあれば、日本を除く160

数ケ国のNOCマークも日本で展開することも可

能だということです。これはオリソピック史上で

初めてのプログラムだと思います。そのことを意

味する意味でオールマイティという言葉を使って

おります。これは風の噂的な話ですが、コダック

やコカ・コーラがI　O　Cに支払った金は数十億円

にのぼるそうです。その権利は来年の1988年は12

月31日まで有効なものですが、そのプログラムは

何のために開発されているかといいますと、10

C加盟の167ケ国の中の開発途上国がソウルない

しカルガリに参加しやすいようにという経済的な

サポートを与えるためのプログラムです。これは

オリソピック関係者ふうに言うと、オリソピック

ムーブメソト高場のために使われる資金であると
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いうことになっています。

　そのオールマイティのプログラムのワソラソク

下に、NOPプログラムというのがあります。こ

れは要するに各NOCのプログラムです。実はT

O　Pプログラムは10Cが考えていたほど企業の

数がついていないわけです。それで次善の策とし

て出てきたものとして、例えぱ日本を含む東南ア

ジア数ケ国だけの権利が欲しい、全世界はいらな

い、ないしはヨーロッパ共同体加盟10数ケ国のそ

こだけの権利といったように一部エリアをまとめ

たもの、それを私どもはNO　Pと呼んでいます。

　そして先程お話しましたS　L　OOCですが、こ

れは日本国内だけの権利を対象に、先程のスポソ

サー、ライセソシー、その他を展開しています。

ソウルオリソピック組織委員会は日本国内のみを

対象に同じような一全世界対象と同じような一プ

ログラムを開発しているということです。

　第四に、日本体育協会ならぴにJ　O　Cが展開し

ていますrがんばれ！ニッポソ！」キャソペーソ

です。これはもう三回目になるキャソペーソです

が、三回目ということは過去10数年にわたって展

開しているわけですからかなり古いオリソピック

のビジネスプログラムです。日本の体育協会が世

界に先がけてビジネスプログラムを開発したとい

う部分ではかなりユニークなものです。

　最近になって出てきたもので、10Cライセン

シソグプログラムというものがあります。このラ

イセンシソグというのは商品化というふうにご理

解下さい。10Cの五輪のマーク、もしくは過去

20数回の夏冬両大会のマー久ないしはキャラク

ター、もしくはオフィシャルポスター、メダルデ

ザイン、10Cの図書館、アルカイヴの中にある

もの、それらを商品につけて売る権利を現在10

Cは展開しはじめています。来年になると出てき

ますが、サソグラスのレーバソがオリソピック・

プロダクトというのを出してまいります。ポッシュ

ロムというその会社が一レーバンというのはその

会社が作っているワンブランドです一そのレーバ

ソの向うをはってスポーツサングラスのオリソピッ

クシリーズを出してきます。この権利を買って出

してくるわけです。

電通とオリンピックプログラムの関係

　では、電通とオリソピックプログラムとはどう

関係するのかということを次に説明します。一言

で言いますと、今まで申し上げた五つのプログラ

ム、全て日本国内では電通がやっているとご理解

いただいていいと思います。

　「イソターナショナル・スポーツ・カルチャー・

アソド・レジャー」、略してISLと呼んでいま

すが、電通が49％資本参加しているスイスに本社

をもつ電通のグループ企業だと思っていただいて

結構です。これはスポーツおよび文化的なものの

ビジネス展開をするために電通とヨーロッパのス

ポルティフが作っている会社です。このI　S　L社

は、過去大変な話題をよぴましたI　O　Cのエクス

クルージソグエージェソトになっております。1

0Cの全てのビジネスについての窓口してのエー

ジェント契約を結んでいます。それと同時に、オ

リソピックを語るときにベーシックなことがわか

らないと大変ややこしく感じるんですが、実は話

がちょっと元へ戻りますけれども、オリソピック

のマークを使う場合、現行のオリソピック憲章に

よると、I　OCが了解して契約しても、その当該

NOCが了解しないことにはその権利は実行され

ないわけです。逆の言い方をしますと、I　OCの

サマラソチさんに会ってr実は僕はI　OCの五輪

のマークを使っていいって言われたんだ。で僕は

日本人だから日本でやるんだ」って言っても」O

Cがそれに許諾を与えないかぎり実行できないの

です。ですから、10Cに多額の金を払っても権

利をとったうちには入りません。I　O　Cとの契約

の中に、それを実行する場合の各国NOCの権利

をクリアーにするようにというのがあります。ち

なみに今回のI　S　Lは10Cのそのおおもとの権

利を代行する権利と、その他にNO　C167ケ国の

加盟国のほとんど、140数ケ国と契約をしてNO

Cのエージェントにもなっています。したがって、

オリソピックのマークを使うにあたってはI　S　L
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と交渉すれば全てがクリアーになるという段取り

になっているわけです。そのI　S　Lはソウルオリ

ソピックならびにカルガリの冬季オリソピックの

それぞれのコソサルテイショソ、コソサルタソト

の契約を結んでいます。したがってここで先程言

いましたTO　Pというプログラムが成り立つわけ

です。ソウルオリソピック、10C、O　C　Oと呼

んでいますがカルガリの冬季オリソピック、167

ケ国のNOC、これでOKになってしまいます。

なおかつこのNOCの中にはJ　OCが入っていま

すから、rがんばれ！ニッポソ！」これもI　S　L

は権利を電通とのからみの中でもっています。し

たがって、全世界のオリソピックプログラムの実

施にあたってはI　S　L社が一手に握っているとい

う形になっています。

　一方、私たち電通オリソピック室は何をやって

いるかといいますと、片方でrがんばれ1ニッポ

ソ！」の電通がソウル・エージェソトに、エクス

クルーシヴィティをもつ代理店になっていますが、

同時に先程言いましたソウルの組織委員会と日本

国内における代理店契約を結んでいます。先程言

いましたI　S　Lと電通のからみ、資本提携があり

ますから、その中で電通が日本国内におけるI　S

L社の獲得した権利を全て代行しているという形

で、一言でいうと日本国内におけるオリソピック

ムーブメントは現状では全てをしきらせていただ

いている、電通にお聞ぎいただければ全てがクリ

アーになるというような図式になっているという

ことです。

スポーツビジネスの今後

　配布資料には思いつくままに問題点をあげたの

ですが、一番大ぎな問題は、例えばオリンピック

でいいますと、I　OCの行動指針になっている

「オリソピック憲章」がロサソゼルスオリソピッ

クもしくはソウルオリソピックまで改正されてい

ないことです。改正されないままにオリソピック

のビジネスプログラムが開発されているために

rオリソピック憲章」とかなり矛盾する部分、な

いし精神的になんというかその条文があるから僕

たちビジネスマソサイドは大変やりずらいという

ようなものが多々あります。このことは何もオリ

ソピックだけでなくて一般のスポーツ競技を考え

ていくときにそのスポーツ競技の団体、I　Fであ

れN　Fであれ、その規約がどの程度私たちビジネ

スサイドの入り込める余地を明確にしてくれてい

るかということが一番大きな問題だと思います。

既存の団体というのはその団体のレゾソデートル

を構築するための規約になっていますし、アマチュ

ア規定ですとか、ないしは種目によってはサッカー

のようにオープソになってたりしますが、例えば

看板ひとつ設置するのも必ずしも規約の中で容認

というか明文化されていないということがありま

す。このような10C、もしくはI　F・NF・日

本国内でいえば」O　C、体協、それから体協加盟

の各競技団体、それぞれの規約、規定というもの

が今後大きく見直されていかなければ、矛盾をは

らんだままビジネスが展開され、誤解を招いて、

結果的にはその競技団体を命にかけて守っておら

れる諸先生方にとっても、ないしはその団体自身

にとっても、選手諸君自身にとっても良くない傾

向が出てくるのではないかと思います。一言でい

えば、各団体、競技、ルール、規定というものが

明確にビジネス化できるような状況を作れるのか、

作れないのかということが大ぎなことです。

　次に、オリソピックで言いますと、このお話の

最初に新聞記事を引用して報告しましたカナダの

例をもう一度とりあげます。〔トロソト発18日時

事：カナダ連邦裁判所はこのほどギリシヤの国営

航空オリソピック航空に対し、社名がカナダオリ

ソピック委員会の商標登録を侵害しているとの判

決を下し、現在の社名を引き続ぎ商標として国内

　（カナダ）で使用することと引きかえに今後カナ

ダオリソピック委員会に対して無料航空券を提供

し続けるよう命令したという。〕アメリカの場合

は、オリソピックマーク、ならびにオリソピック

という言葉そのものが法的に守られて、U　S　OC、

アメリカオリソピック委員会の所有物になってい

ます。カナダの場合もそうだということで、私は
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カナダがどうか知らなかったものですから驚いた

次第です。ちなみに、日本ではどうかと言います

と、一切ありません。オリソピックというのは、

J　O　Cという、ないしは日本体育協会の権威のも

とに、私たちビジネスサイドがなんとか守ろうと

しているだけで、過去法廷論争になったときに」

O　Cは敗退しております。ことほどさようにオリ

ソピックというものは日本国内における限り法的

なバックボーソというものをもっていないわけで

す。ちなみにもしあったとして、実はクーベルタ

ソが他界されてすでにもう今年で50年になります

が、日本の著作権法では著作権者自身が亡くなっ

て50年経つとその著作権は消滅します。というこ

とから考えますと、来年からはこの五輪マークは

著作権さえも擁護されないという格好になります。

かたや、全世界の動きの中でソウル、韓国、考え

ようによってはあの国がオリンピックを招聴し、

今日のサマランチ会長の話では、ロスの時が140

ケ国だったが来年のソウルは160ケ国ということ

を豪語しています。サマラソチ自身が豪語し、世

界で類を見ないオリソピックが来年、ある部分開

発途上国と言われても仕方がないソウルの町で開

かれるわけです。このこと自体は今ソウルオリソ

ピック組織委員会がやっているビジネスプログラ

ムの展開、もちろん国を挙げてのサポートもあり

ますが、これらが今後のオリソピックムーブメソ

トの中の一つの大きな指針になるのではないかと

思います。ソウル五輪組織委員会の方々の話では、

もうバルセロナの組織委員会の方が何回となくソ

ウルヘ足を運び、ソウルオリソピッ　．．。、．，，、．

クのシステムについて勉強されてい

市が出資した株式会社で組織委員会

を作る情報を得ています。こうなる

と全くの株式会社ですから営利を目

的にやっていくわけです。その時にどんな方向で

いくのか、その時の権利というのが167ケ国とい

う大変な一国連よりも大きな組織です一国々によっ

てその権利の擁護のされ方が全く違うという状況

をどう10Cは今後のソウルオリソピック以後の

オリソピアードの中で作り上げていくのかという

ことが大変大きな問題だと思います。

　片方でオリンピックムーブメソトというのが一

大危機を迎えつつあるのは、今言っている問題も

さることながら、例えば東京で1991年に開かれる

世界陸上という陸上のI　F以下大変大きな事業を

行っていて、片やサッカーしかり、今年初めてラ

グビー連盟がやはりラグビーのワールドカップと

いうでかいイベソトをやっていて、これらとどう

共存していくのかというのも私たちスポーツをと

りまいてビジネスを展開している人間には大変興

味深いところだと思います。オリンピックという

ものが崇高な精神で成り立っていることは十二分

に理解しているわけですけれども、その中に加盟

する競技団体がオリンピックに対して100％の支

援体制を送っているようには私個人的にはなかな

かみえないのです。片やオリンピックに勝るとも

劣らないような世界陸上というものをやってみた

りということで、加盟競技団体の中でのエゴイズ

ムというものも今後どうなっていくのかという諸々

の問題があると思います。

　そこで、その中での日本というマーケットで日

本の選手がオリyピック、その他世界大会の中で

日章旗を掲げてくれることを期待しますので、競

　　オリンピック関遮図　　　　　　　　　曜助霞m

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工一、ユント期　電通

Φ1　↑OPζ10C／S』DOC／OCO■NOぐ一‘アロ！累クトP
①置NOP“OC〆”OC　3ノロジェクトレ

O　S』OOC／」APA～アロノ；クト〔日亭国内SLOOCλず！ザF／，イセーシー，

O　びんば九ニッ胡！（JOC／日小一マ協血7ロノニ7ト｝

び　ソ

伸肥　職』ス暫一ツ　文化ψ鑑碕オリービ■ク血炬

一50一



技力を向上し、選手諸君が国際交流試合の中でメ

ソタルにも、いろんな面で世界の選手に互してい

ける環境を私たちビジネスサイドからサポートで

きるのは、国際交流試合のもっ，と多くの誘致だと

思っておりますので、そういうことも含めて今後

体協の方々、企業側の方々というはざまに入って

電通の社員が努力して日本のスポーツの競技力向

上、ないしは世界交流などなど、微力ながら尽し

ていきたいと思います。どうもご清聴ありがとう

ございました。

参考：当日配布レジュメの項目

　1　電通の概要、1．企業項目、2・企業理念

　II　スポーツと企業、社会環境、企業環境、ス

　ポーツを取巻く環境

　スポーツのビジネス・プログラム

　　10Cの動向
　　ソウル・オリソピック（SLOOC）の動向

　電通とオリソピック・プログラム、オリγ

　ピック。エージェソト

V皿，スポーツ。ビジネスの今後

m．

w，

V，

w．

コミっぽいんですね。ただ、過去の広告業界のイ

メージというものは必ずしもいいものばかりでは

ありません。昔は、r飲ませ、食わせ、抱かせが

仕事であって、それ以外はただ体力だけ」と言わ

れたくらいの時代がありました。1950～60年代に

なって、マーケッティソグの発想ですとか、いわ

ゆる近代経営学が日本の産業界に導入された頃か

ら、私たちの広告業界も変ってきました。

　マークも昔のままだったものですから、この機

会に変えようということです。

　質問：年間売上高の分類の「その他　12，9％」

にスポーツ部門が含まれるということですが、具

体的にはこの何％を占めるのでしょうか。

　加藤：映画も含めてですが、私どものセクショ

ソの売上が約10G億だと思って下さい。

　質問：その中でスポーツが何％占めますか

　加藤：10C億の中の約7割がスポーツです。

　質問：それは電通の場合ですね。全体のスポー

ツの中ではどうでしょう。

　加藤：これは統計がないんです。統計上把握し

えない部分がたくさんありますので。

2．状況把握と方法論的探究

　　～報告に対する質疑・討論～

電通の歴史・売上げ

　司会：どうもありがとうございました。それで

はまず、質問がありましたら出していただぎたい

と思います。

　質問：今年、電通の理念やバッヂを変えた意味

についてお聞かせくださいo

　加藤：単純です。確か昨年が80何周年かで、そ

れを記念して変えたんです。電通総研という研究

施設も作りましたが、社のイメージを一新しよう

ということです。

　電通の歴史は1902年に始まってかれこれ一世紀

になりますが、もとは通信社でした。第2次世界

大戦中、政府の命令によって広告と通信機能を分

離したということがありまして、もともとがマス

ソウルオリンピックとのかかわり

　質問：最後のオリソピック関連図にあるソウル

のオーガナイズィソグ・コミッティーとコソサル

タソトとの関連についてもう少しご説明ください。

　加藤：エージェソシー（エージェソト）もしく

は代理店と呼んでいる場合は、それぞれ何がしか

の金銭的な負担を負わされています。ちなみにI

S　Lは、I　OCに対してその権利を取得するため

に一定のミニマムギャランティーというものを払

うことになっています。コソサルタソトの場合は、

そのような金銭的条項がなくて、成功報酬的にコ

ミッショソを受け取るというかたちになります。

もう一つ、買い取りというのがあります。I　S　L

がやっているサッカーについては、サッカーのI

Fが持っている権利をすべて買い取るというかた

ちになっていす。

　大きく分けてその3通りがあります。したがっ
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て、I　O　CやNO　Cに対してはミニマム・ギャラ

ソティーを払っているけれども、S　LOOCなら

びにOCOに対してはそういうかたちではなく、

スポソサーが決まればそこから手数料を受け取る

という契約になっているという意味です。

　質問：ソウルオリソピックのマスコットだとか、

エソブレムとかも、やっぱり電通が関与して作ら

れたものですか？

　加藤：私がかかわったのは昨年の7月1日から

ですのではっきりはしませんが、関与してないと

思います。

　質問：ということは名古屋とソウルが争う段階

では、電通はまだソウルオリソピックに関与して

いなかった？

　加藤：全くしていません。ソウルオリソピック

と電通が契約しましたのが、昨年の8月7日です

し、81年に名古屋とコソピートしたときには電通

は名古屋をかついでましたから、ソウルオリソピッ

クとは接触もなかったと思います。

　質問：昨年の8月7日に契約を結んだというこ

とは、ソウルオリンピックをプロデュースしてい

くことについては、電通は極めて限定された部分

についてしか関与できないということですか？

　加藤：おっしゃるとおりです。

　質問：枠がないということになりますか？

　加藤：日本国内の権利を電通が代行して、エク

スクルーシブな窓口になっているんですが。一昨

年の段階から44品目についてはワールドワイドス

ポソサーが動いていますから、その44品目以外の

日本での権利を電通は代行しているわけです。

　質問：開会式とか閉会式、それから各会場にお

ける表彰式などのプロデュースもなさるのですか？

　加藤：相談にあずかっていますけれども、相談

のレベルで、電通としてはそれ以上のことをやる

意志はありません。あくまでも韓国の方々が知恵

をしぼっておやりになればいい、というような割

り切り方をしています。

スポーツイベントとコマーシャリズム

　質問：今、日本国内の冠スポーツ大会のスポソ

サーが、いくつの大会に総額どれくらい出してい

るのかということについてわかりましたら………。

　加藤：大会の規模にもよりますけれども、例え

ぱテニスのジャパソオープソで2億とか4億とい

う数字ですね。だいたい外国の一流の選手を招聰

してやるもの、特にプロの場合、マキシム4億だ

と思っていただいて間違いないと思います。

　質問：年間そういうイベソトがいくつくらいで、

どのくらいの金が動いているのでしょうか？

　加藤：それがわからないのですね。多分大型イ

ペソトの場合、私達が6割はやっていると思うの

で、そこから類推するしかないのですが。ただ、

ラグビー協会のように、広告業界をかましていな

いというところもありますね。それと、メーカー

がおかかえでやっている大会は読めないんですね。

　質問：国際的なイベントのスポソサーになるの

は、自動車とか電気関係が大変多いと言われてま

すが、やはり貿易関係の企業が多いですか？

　加藤：圧倒的にそうだと思います。ただ、この

あいだKDDがワールドワイドなラグビーのチャ

ソピオソシップの権利を買いました。KDDとい

うのは対日本へのサービス企業だと思うのですが、

KDDはそれによって海外で知名度を上げたと評

価しています。日本においてドメスティックな企

業だと思っているものが、意外と海外への潜在的

な二一ズを持っているということがあるんですね。

　ただ、一般的にはご指摘のように、ワールドワ

イドなマーケットをかかえている企業ほど大型の

イベソトを組みやすいですね。その典型的なのが

サッカーのトヨタカップだと思います。昨年これ

は30数か国に宇宙衛星中継されています。その衛

星中継についてはトヨタは一銭もお金を使ってい

ない。ところがトヨタカップという名前はどんど

ん流れていくわけですから、経費効率は大変高い

ものになる。ですから、企業としては大きなもの

ほどいいという見方が強いですね。

　質問：こういったビジネスプログラムが展開さ
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れると、オリソピック憲章に抵触するところが出

てくると思いますが、具体的にこれまでどういっ

た問題が出てきましたか。またそれを解消するた

めにはオリソピック憲章の何条が改正されればい

いとお考えですか？

　加藤：何条がというのは私の立場から言うのは

大変つらいのですが、例えばオリソピックではビー

ルはお酒として扱われないので、ビールのスポソ

サーシップや、オリソピック・プログラムに参加

することはいいんですね。I　OC関係者はワイソ

もいいと言います。ところが、ハードリカーとい

われているウイスキーだとかブラソディー類、こ

れは全くだめですね。たばこも禁止されています。

これらが国によって必ずしも実情に合わないんで

すね。その点では、ルールもさることながらルー

ルの解釈上の問題をどうきめ細かくしていくのか

という問題があると思います。

　それから、いわゆるコマーシャルアレルギーみ

たいな部分をいつまで持っているんだというよう

なところは、正直言って私達には感じます。大変

厳しいオリソピック憲章ですから、私達としては

そのなかで何とか知恵を絞っていくわけです。そ

の典型がロスの時の富士フィルムの飛行船ですね。

憲章の中には、競技場内や競技を開催している空

中も全く広告を規制しているのですが、飛行船は

別に真上でなくても斜めにいれば十分に役は果た

すんですね。そういう知恵をひねり出しては開拓

しているんですが、もう少しゆるめる所は明快に

ゆるめてもいいんじゃないかなと思います。

ソウルオリンピックの

　　　　　南北共同開催の可能性

　質問1韓国と北朝鮮が共同開催がでぎるかどう

かはわからない状況ですが、今のところは北朝鮮

に対してはなにも考えていらっしゃらないですか？

　加藤：一つは公式コメソトですが、今朝ほどの

サマラソチ会長の話では、過去に台湾と中国の問

題を解決した経緯があって、I　O　Cの持っている

問題解決能力に対して楽天的に考えているようで

すね。昨日の報道によりますと、北朝鮮のオリン

ピックコミッティーの副会長が北京でサマラソチ

氏と会ったときに、今年内に10C提案に対して

答えを出すと言っていたそうです。

　ここから先は、電通というより私個人のコメソ

トですが、I　OCが現在北朝鮮に対して提案して

いる分散開催をするようになったとして、私達ビ

ジネスを展開する方から見たときに、例えばニコ

ンというカメラメーカーがカメラサービスをする

ことになっているんですが、ピョソヤソでのカメ

ラサービスをどうするのか、その時のカメラ機材

の持ち込みはデューティーフリーなのか、それを

わざわざ北京経由で持ち込まないとできないのか、

また放映権問題はどうなるのか、放送クルーは自

由に出入りできるのか等々、たくさんの問題が出

てくると思います。既にビジネスはどんどん進ん

でいますから、大変難しいのではないかなという

のが私の個人的な見解です。

コマーシャリズムとアマチュアリズム

　質問：企業や電通のような広告業を専門とする

業界から、アマチュアリズムを改正してスポーツ

を商品化していくという要求があって、それが次

第に受け入れられていったように思うのですが、

その背景で企業戦略のようなものがどういうふう

に進んできたのか。今後さらにアマチュアスポー

ツ界にどういうことを期待しているのか。その辺

のことをお聞かせください。

　加藤1私達の業界、ないしは私達のような立場

の人間が、スポーツ界の方々にたいしてスポーツ

プログラムを提供してきたことは、過去において

皆無だと思います。一方、スポーツ競技団体サイ

ドが、いろんな企業から何万円か何千円かづつ集

めて一つの大会を作って来たという厳然とした過

去の歴史があります。その時に、企業はたとえわ

ずかなお金でも出す以上は、その見返りとしてはっ

きりしたメリットが欲しいということがあったと

思うんですね。

　また、例えば「がんばれ！ニッポン！」という
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オリソピック選手強化資金調達キャソペーソのよ

うに、体協のほうからr国庫からの補助金では十

分な選手強化ができないんだけどどうしたらいい

か」というご相談が電通のほうにありまして、ア

マチュア選手の肖像権という部分を一般企業に使

わせることがでぎないものか、というご提案を申

し上げたんです。このとき体協内部では喧々顎々

の討論があったそうですが、それがオリソピック

選手強化資金の調達につながるのであればという

ことで、門戸を開けたわけですね。

　こんなふうにして、私たちの目から見ればこん

な財産がある、あんな財産があるということを申

しあげ、体協の側もそれに気づかれていったし、

企業側も気づいていったんだと思います。それは

どこがイニシアチブをとってきたというのではな

く、競技団体側にもあったでしょうし、私達とし

てもニュービジネスの領域拡大という部分での二一

ズがあった。それが合致したのがこの約10年間だ

と思います。

　ただ、私どもには競技団体の方との個人的なお

付合いがあったり、協会と親しい者がおりまして、

そういうたまたま個人的な人間関係で知恵を出す

ということがあります。それは決して電通という

立場ではなく、個人的な立場でやっているんです

ね。しかし現実には、たとえば同業の方々で、や

やひんしゅくをかうほど競技団体に入り込んでやっ

ておられる方もありますから、電通も同業という

ことを考えると、それをリードしたということは

言えると思います。

　司会：よろしいでしょうか。それでは質問はそ

のくらいにして、少し論点を立てて話し合いたい

と思います。スポーツイベソト、とりわけオリソ

ピックに代表されるような国際的なスポーツビジ

ネスについて、社会科学的に検討を加えてみよう

ということで、今日はそのための知識を随分得た

と思います。これを踏まえてもう少しつっこんだ

話し合いをしたいと思います。従来研究されてき

た見解も加えながら議論を進めていきたいと思い

ますが、どなたか口火を切っていただけないでしょ

うか？

スポーツのビジネス化の政治・経済過程

　司会：国際的なスポーツイベソト、とくにオリ

ソピックに代表されるスポーツイペソトとビジネ

スの関係、これを社会科学的に検討しようという

ことですので、検討すべぎ問題点を出しつつ、論

議を進めていきたいと思います。

　質問：広告業界の活動を含めて、経済過程は政

治の過程と密接な関係をもつ、あるいはそれに含

まれるというように理解するべきだと思うのです。

ビジネスというレベルで詳細なお話を伺ったが、

企業理念と関わって、感動の創出という二一ズに

答える、ニュースポーツ、あるいはニュースポー

ツに関する二一ズの創出、そして、それは新しい

マーケットの創出と不可分なわけで、電通という

企業の性格からすれぱ、直接的には市場の開拓、

あるいは二一ズの創出にタッチしないまでも、電

通総研、三菱総研などのシソクタソク、あるいは

それらの総合体または協力体としての半官半民の

N　I　RAなどと関わり、通産省、産業構造審議会

などで取り上げられるという意味で、電通は間接

的にはニュースポーツ、あるいはそれと関わる二一

ズの創出とも関係しているのではありませんか。

2年前の企業の総広告費約6兆5千億円、そのう

ちの約10％がスポーツ分野に支出されています。

民活路線の中で、さらに政治過程の変化が、企業

及び電通などのイニシアチブを求めていると予想

されます。改めて、電通が、政治的、経済的、社

会的諸過程のなかで客観的にどういう位置付けを

もつのかということについて、考える必要がある

と思います。

　ふたつめは・俵総一郎氏が単行本化された『電

通』の中で、電通の行なっている世論誘導、世論

操作について紹介しています。それが事実に基づ

くものだとすれば、カーター戦略による日本のモ

スクワ五輪ボイコットも、究極は電通が操作した

ことになります。そうすると、電通が望むと望ま

ざるとにかかわらず、ビジネスの領域を越えた巨

大な国家装置のなかに組み込まれている。そうい

う関与の仕方が、電通の今日の到達点ではありま
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せんか。

　加藤：よく電通がコマーシャルを作っている、

情報を出しているといわれますが、それを取捨選

択するのはスポソサーの側、企業側です。私たち

には、確かに時代のトレソドを読んで、時代を先

取りしていくという自負はあります。電通という

6千名近い人間の総合力の結果として見ていくと

き、今ご指摘の部分があるのかもしれない。時代

を先に読んでいくことが、私たち電通に限らず、

広告業界の常なる姿ですから、ただ、それが時代

に逆行する形になっていくとすれば、私たちが望

むところではありません。

　スポーツに限っていえば、ちなみに私の場合の

スポーツのプロデュースの仕方は、水泳のときは

プールサイド1メートル以内は私たちの管轄外で

す。運営の安全性や周辺の問題は電通が管理しま

すが、競技、競技者、審判員、競技の場そのもの

への関与はタブーです。もっとも、タッチ板や水

中カメラの導入は要望しましたが………。

　司会：政治・経済過程とのリソケージという点

で、電通とシソクタソクの関わりはどういう状況

にありますか。

　加藤：N　I　RAに．は、電通の社員が派遣されて

います。電通の場合、一つのことをやろうとする

とき、いろいろな人間が集まって複眼的なものの

見方をします。そうした人間が、研究機構に限ら

ず、いろんな企業や団体のなかで必要視されてぎ

ているという気がします。

スポーツの観賞とr情報」の拡散

　質問：スポーツ全体を考えていく場合に、観戦

者の目、二一ズを考えることが重要ではないか。

その場合、スポーツの存在を価値づけていく、意

味づけていく必要があります。それが、今までは

憲章、たとえばオリソピック憲章でした。その見

直しが必要だと先程言われたが、観戦者の目、あ

るいはその目で見るスポーツの質を検討しないと、

企業や政治の圧力に対するスポーツの側の内在的

な基準が立てられないのではないでしょうか。

　加藤：今言われたことを一言で言えば、情報だ

と思います。どんなにいいスポーツイベソトがあっ

ても、情報が流され、それに接しないと観客は来

ません。企業側のフィナソシャルなサポートがあ

れば、競技団体側には大変なr財産」、ネットワー

クがありますから、情報が拡散し、それが的確に

伝われば、今言われたことはかなりの部分クリアー

になると思います。私たちが関与する場合、チェッ

クポイソトは情報がどういうふうに加工され、ど

こまで行きわたっているかということです。だか

ら、アマチュア問題などが巷で話題になることは

大変いいことで、スポーツのなかの政治問題、国

際柔連の問題なども、より情報をオープソにし、

情報量を増やすことによって、ファソだとか、少

なくとも接触者は増えてくると思います。

　質問：しかし、情報の量、拡散についていえば、

例えば、ソウル五輪の放映権、放送権の問題と関

わって、競技時間が移動されるという問題がある。

情報は拡散するが、アスリートに対する人権問題

が出るかもしれないし、スポーツそのものの発展

を阻害するかもしれない。情報を提供する側の責

任ということをどう考えますか。

　加藤：ソウル五輪の放映時間、プログラムの組

み方については、情報量が少なくて誤解されてい

る部分があります。今年から韓国はサマータイム

を導入して、その問題をかわそうとしています。

聞くところによれば、租織委員会側の説明では、

正午のスタートよりは9時とか、8時とかのほう

がいいと言うことです。ご指摘のアメリカの放送

局とのタイムラグの調整は、確かに、放送局側が

自戒せねばならない要素もあるが、情報をオープ

ソにして話し合えばいいと思います。

　ただし、組織委員会の方にも高く売りたいとい

う要望がある。韓国の場合、委員会はエリート官

僚で構成されています。結局、スポーツ関係者の

地位を高めることが、大型の国際大会を開催する

とき、現場の意見を反映させることに繋ると思い

ます。

　質問：観衆と競技者を繋ぐパイプみたいなもの、

情報交流というか、それを作り出して行くことが
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重要だと思いますが、どうですか。

　加藤：選手がいて、審判員がいて、場所があれ

ば競技会は成り立ちます。そこは、ビジネスサイ

ドから関与する者にとっては聖域です。競技団体

には、上述の聖域にかかわるマネージメソトと、

その競技全体の普及や競技力向上にかかわるマネー

ジメソト、この二つがあります。両者を区別し、

同時に両方を視野に入れておかなければ、観客と

選手の交流はありえないにしても、その接点を作

りたいという部分で知恵が湧いてこないでしょう。

競技団体内部でも、競技をやりさえすればいいと

言うことで、普及部門やその種目のなかのマイノ

リティーを配慮することが少ないのではないでしょ

うか。

　選手強化部門と競技運営部門とは常に分離しな

いようにする必要があります。また、競技の大会

だから水球やシンクロ関係者は不要だということ

では、総合的な力になっていかないと思います。

スポーツ・ビジネスの新展開

　～10Cとソウル五輪組織委の動向～

　質問：先程の報告では、ソウル五輪の特徴とし

て、政府側の全面支援ということと、ビジネス・

プログラムが今までにない展開をしているという

指摘がありました。政治とビジネスのコyビネー

ショソはどうなっていますか。ビジネス・プログ

ラムは韓国のオリジナルな発想ですか、それとも

I　OCも加わっての構想ですか。

　第2に、スポーツのビジネス化が国際的に展開

しているなかで、電通のスポーツ事業の役割、特

徴についてご説明願いたい。

　加藤：前者については、やはり、国の規模、そ

れと官僚システムが非常に整っており、ショート

カット、つまり意志決定の仕方が大変速いという

韓国の特殊事情があります。・ただし、それ以上に

10Cの動き、影響力が大きい。ロス五輪のとき

にはI　OCがイニシアチブを取ったビジネス。プ

ログラムはなかった。あくまでも、主導権は組織

委員会です。ところが、今回はI　O　C主導のT　O

P（トップ・プログラム）が開発され、ソウルの

組織委員会やカルガリに持ち込まれた。それにと

もなって、韓国でも独自にワールド・ワイドな商

品カテゴリーを開発しようという発想が生まれた

のだと思います。

　それに、日本の文部省に相当する体育部、そこ

に組織委員長がいるが、かれと全斗換大統領とは

ダイレクトな関係で、ビジネス・プログラムにつ

いては、委員長と副委員長の直轄で、意志決定に

際しショートカットが可能であるという要素が大

きく作用しています。

　それから、今後の国際スポーツのなかでの電通

の役割ということでは、現在、われわれにはジレ

ンマがある。国際大会なら10億円程必要だが、そ

の経費は日本の企業だけで収集しうる。事実、柔

道の世界選手権は日本の広告だけです。ただ、こ

れはよくない。日本企業の看板の露出度は6割以

下、できれば3～4割にとどめたい。しかし、わ

れわれ現場からすれば、百パーセソト集めきった

ほうが、看板に関する要望やスポソサー用の入場

券請求を競技団体に出す際、迫力があります。だ

が、電通は、6割にとどめる方針です。電通が海

外の日本企業の活動の先兵の役割を努める部分が

ある以上、一定の良識を持たざるをえない。

　I　S　Lを設立したのも、そのことを見込んでの

ことだと思います。I　S　Lはアメリカや香港、そ

の他さまざまな国に出先を持っていますが、日本

だけは電通のワン・ディビジョソ、1セクショソ

が出先をやっています。このこと自体、近く改め

られることになると思います。日本企業があらゆ

るイベソト、あらゆるスポーツ競技を接見するこ

とを必ずしもよしとしないわけです。

　司会：どうも有り難うございました。今日は沢

山の知識を得ることができましたし、本に書かれ

てある以上に、やはり生に聴くというのは得るも

のが大きかったと思います。本当に、今日は有り

難うございました。

　　　　　　　　　　　　（文責：研究部）
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